
 
I LADY.文京区ピア・アクティビスト募集要項 

 この度、文京区はジョイセフとともに、地域により焦点をあてた新しいI LADY.ピア・アクティ

ビスト事業を行うこととなりました。文京区ではこれまで行政主体の講座等の実施によりジェンダ

ーや性に関する知識の普及啓発に取り組んできましたが、この事業では文京区の若者を通してより

多くの文京区の若者がエンパワーされることを目的とし、リージョナル・アクティビスト（大人サ

ポーター）と連携し、文京区に関わりのある若者発信の活動を展開します。 

 

I LADY.とは？ 

 I LADY.は、国際協力NGOジョイセフが、特に日本の10～20代を対象にSRHR（セクシュアル・リプ

ロダクティブ・ヘルス／ライツ：性と生殖に関する健康と権利）に関するグローバルな視野で幅広

い情報提供を行い、一人ひとりのアクションのきっかけをつくる活動です。 

 

 I LADY.は「自分を大切にし、自分から行動し、自分の人生を自分で決める」をメッセージに掲

げ、幅広い活動を展開しています。 

 世界では「包括的な性教育」が国際基準として推奨される中、日本では2003年以降学校教育での

性教育の時間が減り、人権教育としての性の教育を受ける機会がごく限られています。(※性と恋

愛2021～SRHR意識調査参照 https://ilady.world/data/survey2019/) 

 

 そこでジョイセフは日本の若者にも国際水準のSRHRの情報を届けたいと2016年より「I LADY.」

を始動しました。以下の通り「自分を大切にし、自分から行動し、自分の人生を自分で決める」を

メッセージに掲げ、影響力のある著名人や専門家の協力を得ながら、I LADY.として様々なチャン

ネルを通して、自分らしい人生を、自分で決めるライフスキルを普及しています。 

 

Love Yourself（自分を大切にする）  

Act Yourself（自分から行動する） 

Decide Yourself（自分らしい人生を自分で決める） 

 

 その普及活動の一つであるI LADY.ピア・アクティビスト事業は、SRHRの情報が届きにくい15歳

〜29歳の若者たちが自ら当事者としてメッセージを届けることで、同世代の若者たちへより効果的

に啓発できることから、I LADY.を伝える重要な取り組みとして推進してきました。 

 

ピア・アクティビストとは？ 

 I LADY. ピア・アクティビストとは、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツの基本

をジョイセフの養成研修から学び、行動する若者たちのことです。自身でI LADY. な生き方を実践

し、同世代に伝えるアクションを推進する文京区在住・在学・在勤の15歳〜29歳の若者たちです。 

 

 

ピア・アクティビストの条件 

※活動期間は１年間です。ただし、継続することもできます。毎年、年度末（３月）に翌年の活動

継続の意思確認を行います。 



事務局：文京区総務部総務課ダイバーシティ推進担当・公益財団法人 ジョイセフ  

連絡先：ジョイセフI LADY.事務局 : iladypeer@joicfp.or.jp 

１ 文京区在住・在学・在勤など、文京区に縁がある 

２ I LADY.および実施団体であるジョイセフの目的に賛同している 

３ SRHRの課題を解決したいと思っている 

４ 文京区の若者に伝えるアクションに関心・興味がある 

５ 年齢は15歳（中学生不可）〜29歳 

６ 活動はボランティアで行う 

７ ピア・アクティビストの活動に充てる時間がある  

８ ピア・アクティビスト養成研修を受講し、活動計画を作成する 

９ 連絡や会合、勉強会等のために必要なインターネット環境が整っていて、スマートフォンを使

用している 

 

ピア・アクティビストとして実践すること 

①ピア・アクティビスト養成研修で立案した計画に基づき活動し、SRHR に関する知識・情報をI L

ADY.ツールを使って同世代の若者に広める 

  〈コアメッセージ： I LADY.とは？/SRHRとは？/ 世界と日本の SRHR 状況と課題〉 

② 同世代の人たちと対話型・双方向のコミュニケーションをはかり、ニーズを捉える   

③ 勉強会・中間報告会・最終報告会で活動内容を共有する  

④ SNS を通じて、ピア・アクティビストとしての活動を投稿する 

 

ピア・アクティビストとして守っていただきたいこと 

＊相手を批判/判断するような態度をとらず、共感したり、他の人のアイデアを受け入れることが

できる 

＊守秘義務を理解し、実践できる（活動の中で得た個人情報は一切口外しない） 

＊事務局に活動報告を必ず行う  

＊顔写真と名前（横顔やファーストネーム、ニックネームのみも可）を公開する  

＊18歳以下の場合、ピア・アクティビストになることを保護者に知らせる。また、学校内で活動す

る場合は、必要な許可を得る 

 

ジョイセフからのサポート体制 

＊I LADY.ツール（I LADY.ノート、iSelect Shop、プレゼン資料、SRHR用語集、Tシャツ）の提供 

＊ピア・アクティビスト同士のオンラインコミュニケーションの場の提供 

＊リージョナル・アクティビストの紹介 

＊定期的な勉強会の実施 

＊活動計画立案時のアドバイス＊活動費（会場費や機材費等）の補助は事前申請・要相談。（実費

支給） 

＊I LADY.アクティビスト認定証の発行 

 

周知講座〈5月18日19：30～Zoomで実施します！〉 

「I LADY. ピア・アクティビストって具体的にどんなことするの？」 

「説明だけ聞いてみたい」などにお答えする講座です。 

 右記のQR コードまたはリンクhttps://forms.gle/Xu2tt7zPE5EHBsdc8 

からご登録ください。 


